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○令和６年度の歳入歳出予算等が決まりました 

○マイナンバーカードが被保険者証（保険証）として使用できます 

○現在の保険証の形式は令和６年度が最後となります 

○「こころの相談」を開始します 

○交通事故等で保険証を使用する場合は組合に必ず連絡してください 

令和６年３月 第２１６号 
東京技芸国民健康保険組合 
 〒110-0016 東京都台東区台東四丁目 29 番 13 号 

        明和センチュリー21 302 号室 

 電話 03-5817-4951（代表）FAX 03-5817-4952 




